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はじめに 

 

 「税は国家なり」。税体系のあり方は国家運営の根幹を形成する。時代に適さ

ぬものを改め、維持すべきものを護り、国際的責務を果たす国家にふさわしい税

制を目指し、丁寧な対話を通じて国民の納得と共感が得られるよう努めるなど、

弛まぬ政治的努力を重ねていかねばならない。そして、日本経済の成長の歩みを

確実に進め、若者や現役世代にも光を当てつつ「将来に夢や希望と安心を持てる、

公正で活力ある社会を目指すための税制」を構築することを基本として、徒に過

去の制度に囚われることなく惰性を排さなければならない。こうした基本的視

点に立ち、下記の３点を踏まえ、税制のあり方を不断に見直すことが求められて

いる。 

１． 持続的な経済成長を目指し、活力ある社会を構築するための環境整備を図

ること。（設備投資の促進等） 

２． 若者や現役世代を含め誰もが豊かさを実感できる、質の高い国民生活を実

現すること。（所得向上、社会インフラの整備等） 

３． わが国を取り巻く厳しい国際環境や国際的要請を踏まえ、いわゆる安全保

障及び経済安全保障の強化や地球温暖化対策等に取り組むこと。 

 

以上が石破内閣の税制改正における根幹をなす考え方であり、これに基づいた

改正となっている。本研修では、令和７年度税制改正大綱に基づき大まかな改正

内容を確認するとともに令和６年９月に企業会計基準委員会（以下「ＡＳＢＪ」

という。）から公表された企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」（以

下「新リース会計基準」という。）の内容の確認とリース取引に係る税制改正の

内容を確認していきます。 

 本研修が皆様の日々の業務に役立つことがほんのわずかでもありましたら幸

いに思います。 
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Ⅰ．個人所得課税 

 
１．基礎控除の見直し 

 

令和７年分以後の所得税における基礎控除の額について合計所得金額が

2,350 万円以下の個人の控除額を最大 10 万円引き上げる。具体的には、以下

のとおりとする。 

 

 

合計所得金額 

基礎控除の額 

改正後 改正前 

2,350 万円以下である個人 58 万円 48 万円 

2,350 万円を超え 2,400 万円以下である個人 48 万円 48 万円 

2,400 万円を超え 2,450 万円以下である個人 32 万円 32 万円 

2,450 万円を超え 2,500 万円以下である個人 16 万円 16 万円 

2,500 万円を超える個人 ０万円 ０万円 

(注) 給与等及び公的年金等の源泉徴収については令和８年１月１日以後に

支払うべきものより適用する。(源泉徴収税額表の見直しをする。) 

 

というのが当初令和７年度税制改正大綱に記載された改正案でしたが、過去

に例のない修正が行われ上記改正案にさらに基礎控除の特例が以下のとお

り合計所得金額 655 万円以下の個人の控除額を最大 37 万円～5 万円上乗せ

することとなりました。 

ただし、恒久的措置と令和７年・令和８年限定の時限措置とがあることには

注意が必要です。具体的には、以下のとおりです。 

 

 

合計所得金額 

基礎控除の額  

適用期間 
改正後 改正前 

132 万円以下の個人 95 万円 48 万円 恒久的 

132 万円超 336 万円以下の個人 88 万円 48 万円 令和7・8年 

336 万円超 489 万円以下の個人 68 万円 48 万円 令和7・8年 

489 万円超 655 万円以下の個人 63 万円 48 万円 令和7・8年 
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なお、令和 9 年分以降は合計所得金額 132 万円超 655 万円以下の個人の基

礎控除額は 58 万円となるため、令和 9 年分の合計所得金額が、132 万円か

ら 133 万円（給与等の収入金額が 200 万円から 201 万円）に増えた場合 1

万円増えただけなのに手取り額は 8,500円減少することや令和 7年～8年分

の修正による上乗せ額に最大 20万円の差額があるため合計所得金額 336万

円から 337 万円（給与等の収入金額が 475 万円から 476 万円）に増えた場

合 1 万円増えても手取り額は増えないなどの問題点も既に指摘されていま

す。 

また、この改正は令和 7 年 12 月 1 日より施行（適用は令和 7 年分の所得税）

されるためＱ＆Ａ７－１のように令和 7年 11月 30日以前に申告する準確定

申告書等について、適用はあっても本改正等が施行前のため従前の規定によ

り計算し、申告する必要がありますのでご注意ください。併せて施行後の令

和 7 年 12 月 1 日以降（令和 12 年 12 月 2 日まで）に更正の請求を行い改正

に係る部分の適用を受ける必要があります。 

 

 

２．給与所得控除の最低保障額の見直し 

 

令和７年分以後の給与所得控除について 55万円の最低保障額を 65万円に引

き上げる見直しを行う。これに伴い給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額

表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出表、年末調整のための給与所得控除後

の給与等の金額の表等の見直しも行う。(令和８年１月１日以後に支払うべ

きものより適用する。) 

具体的には次のとおりとなる。 

 

給与等の収入金額 給与所得控除額 

1,625,000 円以下 650,000 円 

1,625,000 円超 1,900,000 円以下 650,000 円 

1,900,000 円超 3,600,000 円以下 収入金額×30％＋80,000 円 

3,600,000 円超 6,600,000 円以下 収入金額×20％＋440,000 円 

6,600,000 円超 8,500,000 円以下 収入金額×10％＋1,100,000 円 

8,500,000 円超 1,950,000 円 
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３．特定親族特別控除の創設 

 

居住者が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等(その居住者の配

偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が 123 万円以下で

あるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、

その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。 

なお、この改正は令和７年分以後の所得税について適用する。 

ただし、この改正は令和 7 年 12 月 1 日より施行（適用は令和 7 年分の所得

税）されるためＱ＆Ａ７－３のように令和 7 年 11 月 30 日以前に申告する準

確定申告書等について、適用はあっても本改正等が施行前のため従前の規定

により計算し、申告する必要がありますのでご注意ください。併せて施行後

の令和 7 年 12 月 1 日以降（令和 12 年 12 月 2 日まで）に更正の請求を行い

改正に係る部分の適用を受ける必要があります。 

 

また、給与等又は公的年金等の源泉徴収における適用は、令和８年１月１日

以後に支払うべきものより適用する。 

 

特定親族特別控除(所得税) 

 親族等の 

合計所得金額 

控除額 

改正後 改正前 

扶養親族 

(特定扶養親族) 

48 万円以下 63 万円 63 万円 

48 万円超 58 万円以下 63 万円  

 

 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

特定親族 

特別控除 

 

 

 

 

58 万円超 85 万円以下 63 万円 

85 万円超 90 万円以下 61 万円 

90 万円超 95 万円以下 51 万円 

95 万円超 100 万円以下 41 万円 

100 万円超 105 万円以下 31 万円 

105 万円超 110 万円以下 21 万円 

110 万円超 115 万円以下 11 万円 

115 万円超 120 万円以下 6 万円 

120 万円超 123 万円以下 ３万円 
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特定親族特別控除(個人住民税) 

 親族等の 

合計所得金額 

控除額 

改正後 改正前 

扶養親族 

(特定扶養親族) 

48 万円以下 45 万円 45 万円 

48 万円超 58 万円以下 45 万円  

 

 

０円 

 

 

 

 

 

特定親族 

特別控除 

 

58 万円超 95 万円以下 45 万円 

95 万円超 100 万円以下 41 万円 

100 万円超 105 万円以下 31 万円 

105 万円超 110 万円以下 21 万円 

110 万円超 115 万円以下 11 万円 

115 万円超 120 万円以下 6 万円 

120 万円超 123 万円以下 ３万円 

 

 

４．上記の見直しに伴う要件の見直し 

 

上記 1 から 3 の改正に伴い以下の要件等の見直しを行う。 

なお、この改正は令和７年分以後の所得税について適用する。 

 

基礎控除の引き上げに伴う見直し 

項目 改正後 改正前 

適用要件 控除額等 適用要件 控除額等 

 

配偶者控除 

 

同一生計配偶者の

合計所得金額要件 

58 万円以下※ 

 

38 万円 

同一生計配偶者の

合計所得金額要件 

48 万円以下 

 

38 万円 

 

配偶者特別控除 

控除対象配偶者以外

の生計一の配偶者 

58 万円超～133万円以下※ 

 

１万円～38万円 

控除対象配偶者以外

の生計一の配偶者 

48 万円超～133 万円以下 

 

１万円～38万円 

 

扶養控除 

 

扶養親族の 

合計所得金額要件 

58 万円以下※ 

 

38万円～63万円 

扶養親族の 

合計所得金額要件 

48 万円以下 

 

38万円～63万円 
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障害者控除 

 

同一生計配偶者及

び扶養親族の合計

所得金額要件 

58 万円以下※ 

 

 

27万円～75万円 

同一生計配偶者及

び扶養親族の合計

所得金額要件 

48 万円以下 

 

 

27万円～75万円 

 

寡婦控除 

 

扶養親族の 

合計所得金額要件 

58 万円以下※ 

 

27 万円 

扶養親族の 

合計所得金額要件 

48 万円以下 

 

27 万円 

 

ひとり親控除 

 

生計一の子の総所得金

額等の合計額の要件 

58 万円以下※ 

 

35 万円 

生計一の子の総所得金

額等の合計額の要件 

48 万円以下 

 

35 万円 

 

勤労学生控除 

 

勤労学生の 

合計所得金額要件 

85 万円以下※ 

 

27 万円 

勤労学生の 

合計所得金額要件 

75 万円以下 

 

27 万円 

 

家庭内労働

者等の特例 

 

 

－ 

 

65 万円 

 

 

 

－ 

 

55 万円 

 

 

※ 基礎控除について上乗せ修正があったため上乗せ分も考慮して適用要件

を判断することになります。 

 

 

５．子育て世帯支援税制 

 

①  生命保険料控除の拡充 

 

  令和８年分の生命保険料控除につき、子育て世帯（23 歳未満の扶養親族 

  がいる場合）の一般生命保険料控除の適用限度額を６万円（現行４万円） 

   と２万円引き上げる。 

  ただし、一般生命保険料、介護医療保険料と個人年金保険料の合計適用限 

  度額は現行の 12 万円のままとする。 
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② 住宅ローン控除の特例の延長 

 

  子育て世帯（夫婦のいずれかが 40 歳未満又は 19 歳未満の扶養親族がい 

  る個人）が認定住宅等を新築し、令和７年中に居住の用に供した場合には、 

  以下のとおり控除対象借入限度額に上乗せ措置を講ずる。(１年延長) 

 

 入居時期 

令和６年 令和７年 

 

 

新

築 

・ 

買

取

再

販 

 

認定住宅 

 

 

 

4,500 万円 

子育て世帯 5,000 万円 

 

 

4,500 万円 

子育て世帯 5,000 万円 

 

 

ＺＥＨ水準 

省エネ住宅 

 

 

3,500 万円 

子育て世帯 4,500 万円 

 

 

3,500 万円 

子育て世帯 4,500 万円 

 

 

省エネ基準 

適合住宅 

 

 

3,000 万円 

子育て世帯 4,000 万円 

 

 

3,000 万円 

子育て世帯 4,000 万円 

 

  上記以外の一般住宅、中古住宅等は上乗せ措置なし。 

 

 

③ 住宅リフォーム税制の延長 

 

    子育てに対応した住宅へのリフォームを支援する税制が１年間（令和 7 

年中に居住の用に供した場合）延長されました。 

 

 

６．給与収入が高い年金受給者の合計控除額の調整 

 

 年金課税制度については、公的年金等控除が給与所得を得ている年金受給者

にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の両方の適用により、

同じ収入額でも給与収入のみの者と、給与収入と公的年金等を有する者の間
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で税負担が異なることについて、公平性の観点から是正が求められてきてお

り、また、在職老齢年金支給停止調整額の引上げが行われることで、給与収

入を得つつより多くの年金を受け取る者が増えることが想定され税負担の

不公平感が増すことから、給与収入が高い年金受給者の給与所得控除額と公

的年金等控除額の合計控除額の上限を 280万円とする改正が令和８年度に予

定されています。 

 

 

７．企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ 

 

 多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、豊かな老後生活に

向けた安定的な資産形成ができる環境に整備するため企業型及び個人型の

確定拠出年金の拠出限度額が月額 7,000 円引上げられます。 

 また、企業型年金加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることが出来ない

とする要件が廃止されます。 

 ただし、引上げ後も税制上の改正はないため、従来どおりの税制上の取扱い

となります。 

 

 

８．退職所得控除の調整規定等の見直し 

 

① 退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例 

 

 これまでは、退職手当等を受け取った年の前年以前４年内に他の退職手当等

の支払いを受けた場合には、退職所得控除の計算については勤続年数の重複

を排除することとされています。また、確定拠出年金に係る老齢一時金(ＤＣ

一時金)を受け取った年の前年以前 19年内に他の退職手当等を受け取った場

合にも、勤続年数の重複排除が適用されていました。 

 定年の引上げ、働き方やライフコースの多様化による転職者の増加により先

にＤＣ一時金を受給し、その後に５年以上期間をあけて退職手当等を受け取

ることでどちらも満額の退職所得控除を受けられることになり、今後も複数

の退職手当等を受給する者が増えることが想定される中で、課税の公平の観

点から重複排除に係る調整期間を従来の退職手当等を受け取った年の前年

以前４年内から同年の前年以前９年内に期間が延長されました。 
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  なお、この改正は令和８年分以後の所得税について適用し、令和７年分以前

については従来どおりの税制上の取扱いとなります。 

 

 

② 退職受給申告書の保存期間の延長 

 

  上記①の改正に伴いこれまで７年とされていた退職受給申告書の退職手当

等の支払者における保存期間が 10 年に延長されました。 

  なお、この改正は令和８年１月１日以後に支払いを受けるべき退職手当等に

ついて受理する退職受給申告書について適用し、同日前に支払いを受けるべ

き退職手当等について受理する退職受給申告書については従来どおりの税

制上の取扱いとなります。 

 

 

③ 退職所得の源泉徴収票の改正 

 

令和４年度の会計検査院による決算検査報告において退職所得がある場合の

所得税確定申告における基礎控除の判定等が退職所得の金額を含めた合計所

得金額で適正に適用されていないケースがあることについて指摘がなされた

ことに伴い、退職所得の源泉徴収票につき、税務当局による正確な支給状況

の把握と適正な規定適用の確保の観点から、従来の提出省略範囲を定める規

定を廃止し、法人の役員以外の全ての居住者に対して支払う退職手当等に係

る退職所得の源泉徴収票について、税務署長に対し、その提出をしなければ

ならないこととされました。 

なお、この改正は、令和８年１月１日以後に支払うべき退職手当等について

提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職

手当等について提出し、又は交付する源泉徴収票については従来どおりの提

出省略範囲の規定が適用されます。 
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Ⅱ．法人課税 

 
１．中小企業者等に対する軽減税率の延長 

 

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、

その適用期限を２年延長する。 

 

 

① 令和７年４月１日以後に開始する事業年度について所得金額が年 10

億円を超える事業年度については、所得金額のうち年 800 万円以下の

金額に適用される税率を 17％（現行：15％）とする。 

 

②  適用対象法人の範囲から中小通算法人を除外する。 

 

 

２．中小企業投資促進税制の延長 

 

中小企業投資促進税制について、みなし大企業の判定に一定の除外措置を講

じた上、その適用期限を２年延長（令和９年３月３１日まで）する。 

 

 

３．新リース会計基準に関連する税制改正 

 

税制改正の前に、令和６年９月にＡＳＢＪから公表された企業会計基準第 34

号「リースに関する会計基準」いわゆる「新リース会計基準」とはどのよう

なものなのかを簡単に確認しましょう。 

 

〔従来のリース会計基準〕 

従来のリース会計基準では、リース取引をオペレーティング・リース取引

とファイナンス・リース取引に分類し、オペレーティング・リース取引に

ついては賃貸借処理を、ファイナンス・リース取引については売買処理

(一部賃貸借処理もあります。)を行っていました。 
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〔新リース会計基準〕 

新リース会計基準の適用対象法人は、上場企業などの金融商品取引法の

適用を受ける企業グループや、会社法上の大会社など会計監査人を設置

する企業で、いわゆる監査法人等の会計監査を受ける企業である。 

上記を踏まえて、ざっくり新リース会計基準では従来のファイナンス・リ

ースとオペレーティング・リースの区分をなくし、全てを売買処理(オン

バランス、つまり貸借対照表に資産(使用権資産勘定)、負債(リース負債

勘定)に計上する方法)することになりました。 

ただし、従来のリース会計基準同様に、少額リース資産(リース契約１件

当たりのリース料総額が 300 万円以下のリース取引)や短期リース（リー

ス期間が１年以内のリース取引）については、賃貸借処理(オフバランス)

が認められます。 

ちょっと特殊なのが新リース会計基準では、「リース期間≠契約期間」に

は注意が必要でリース期間＝契約期間＋解約オプション(リースを中途解

約する場合にリース期間を短くするＯＰ)＋延長オプション(リースを延

長する場合にリース期間を長くするＯＰ)であり、この期間が１年以内か

どうかで判定することになります。 

また、事業所の地代家賃などこれまでオフバランス処理をしていたもの

が全てオンバランス処理されることにより資産や負債を基礎に判定され

る自己資本比率等に影響が出ます。 

 

〔新リース会計基準に関連する税制改正〕 

基本的には新リース会計基準を適用しないのであれば、従来どおりの取

り扱いで大きな変更はありませんが、新リース会計基準を適用する場合

は、税務と会計の処理の乖離が発生する(申告調整が必要となる。)ものと

思われます。 

もちろん改正がないわけではなくファイナンスリースによる資産の譲渡

（リース譲渡）において従来認められていた延払基準による処理の特例

が廃止される等、新リース会計基準の導入に併せた見直しも行われてい

ます。 

新リース会計基準の日本での導入は令和９年４月１日以後開始事業年度

からとなりますので今後の改正に注目しましょう。 
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【リース取引まとめ】 

 

リース取引  新リース会計基準 

(現行リース会計基準) 

税制上の取扱い 

(法人税・消費税) 

外形標準課税 

 

 

ファイナンス 

・リース 

 

借手 

 

売買処理 

(売買処理) 

売買処理 リース料のう

ち金利部分が

支払利子 

 

貸手 

 

売買処理、延払

基準は廃止 

(売買処理、延払

基準も可) 

売買処理、延払

基準は廃止 

(経過措置あり

※) 

リース料のう

ち金利部分が

受取利子 

 

 

オペレーティ

ング・リース 

 

借手 

 

売買処理 

(賃貸借処理) 

賃貸借処置 左の損金算入

される支払賃

借料 

 

貸手 

 

賃貸借処理 

(賃貸借処理) 

賃貸借処理 受取賃借料 

※ 令和７年４月１日前にリース譲渡を行った法人の令和９年３月 31日以前

に開始する事業年度において行ったリース譲渡については一定の延払基

準の方法により収益・費用を計上できます。 

また、令和７年４月１日から令和９年３月 31 日までに開始する事業年度

において延払基準の適用をやめた場合には、繰延リース利益額を 5 年均

等(消費税は 10 年均等)で収益計上(譲渡対価の額とする)する経過措置が

設けられます。 

 

 

４．企業版ふるさと納税制度の延長 

 

  企業版ふるさと納税制度について、内閣総理大臣が認定した地域再生計画に

位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に、その軽減効果（損

金算入による効果 30％、税額控除による効果 60％の併せて 90％）を維持し

た上で適用期限が３年間延長されました。 
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５．防衛特別法人税の創設 

 

 我が国を取り巻く安全保障環境の悪化を鑑み、将来にわたって防衛力の強化・

維持していくために安定的な財源の確保が必要不可欠であることから各事業

年度の所得に対して法人税を課される法人に対し、基礎控除年 500 万円控除

後の課税標準法人税額の４％税率を乗じた金額から税額控除を控除した金額

に相当する防衛特別法人税額を令和８年４月１日以後開始事業年度より課す

ものとする。 

 

① 基準標準法人税額 

以下の規定の適用前の法人税額とする。 

(イ)  所得税額の控除 

(ロ)  外国税額の控除 

(ハ)  分配時調整外国税相当額の控除 

(ニ)  仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 

(ホ)  戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品 

に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に 

基づく過大申告の場合等の法人税額の加算 

(ヘ)  控除対象所得税額等相当額の控除 

 

②  防衛特別法人税額の計算上受けられる税額控除は以下のとおりとす

る。 

(イ)  外国税額の控除 

(ロ)  分配時調整外国税相当額の控除 

(ハ)  控除対象所得税額等相当額の控除 

(ニ)  仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税 

額の控除 

 

③ 税額計算 

(イ)  課税標準法人税額 

基準法人税額(地方法人税と同様)－基礎控除額(500 万円) 

(ロ)  防衛特別法人税の額 

課税標準法人税額×４％－税額控除 
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Ⅲ．資産課税 

 
１．法人版事業承継税制の要件緩和 

 

法人版事業承継税制について贈与税の納税猶予の特例措置を受ける後継者の

要件の１つであった「贈与の日まで引き続き３年以上会社の役員であること」

の要件が緩和され、令和７年１月１日以後の贈与については贈与の直前にお

いて役員等であればよいこととされました。 

 

 

２．個人版事業承継税制の要件緩和 

 

個人版事業承継税制について贈与税の納税猶予の特例措置を受ける後継者の

要件の１つであった「贈与の日まで引き続き３年以上継続してその特定事業

用資産に係る事業もしくは同種の事業に従事していること」の要件が緩和さ

れ、令和７年１月１日以後の贈与については贈与の直前において従事すれば

よいこととされました。 

 

 

３．結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長 

 

こども家庭庁より令和７年度税制改正要望事項で挙げられた要望に「期限の

延長」と「乳児等通園支援事業に係る費用の適用対象化」がありましたが、

今回の税制改正では、適用期限の延長のみがとおり２年間延長されることと

なりました。 

 

 

４．生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の減免

の特例措置の延長 

 

  中小企業は、地域の経済や雇用を支え地域経済の発展に資する重要な役割を

担っていることから、積極的な設備投資を後押し、生産性の向上や賃上げを

促進することで地域社会全体の発展を図ることを目的として固定資産税の
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減免の特例措置を一定の要件の見直した上で２年間延長する。 

 

５．相続等により取得した取引相場のない株式の評価 

 

令和６年 11 月６日に内閣に提出された会計検査院の報告の中に別途添付の

『相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について』の

指摘があり、令和８年度税制改正に盛り込まれることが想定されます。詳し

くは次ページ以降の資料にて説明します。 






















